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◆SUMMARY◆ 
 

世界的な景気後退の波を受け、多くの輸出関連企業は、2008 年度決算において大幅な赤

字を計上せざるを得なくなっている。移転価格税制の適用にあたり、企業は、国外関連者と

の間の取引価格を独立企業間価格に設定して課税所得を計算するが、現在のような厳しい状

況において、どのように現在及び将来の関連者間価格を設定すべきか、容易に判断できるも

のではなく、多くの企業が対応に苦慮している状況にあると考えられる。 
景気後退期の移転価格課税の問題について、日本では、これまであまり議論されることは

なかったが、米国では 2001 年不況の際に、IRS と実務家の間で議論が交わされており、今

回も議論が進んでいる。本稿では、これらを紹介しつつ、わが国での対応法について、APA
（事前確認）の執行も含め、考察を行ったものである。 

（税大ジャーナル編集部） 
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１．現況 

2008 年秋からの世界的な景気減速を受け、

2009 年 1－3 月期のわが国の実質経済成長率

（2 次速報値）は前期比 3.8%減、年率換算で

14.2%減となり、戦後 悪の成長率を記録し

た（図１、２）。景気は、持ち直しの動きがみ

られると指摘されるものの、生産活動が極め

て低い水準にあることなどから、雇用情勢の

一層の悪化が懸念されており、依然、厳しい

状況が続くことが予想されているところであ

る(1)。こうした中、多くの輸出関連企業は、

外需低迷と莫大な為替差損を抱え、2008 年度

（2009 年 3 月終了事業年度）決算は、当初

の大幅な黒字予想に反し、大幅な赤字を計上

せざるを得なくなっており、100 年に一度と

も形容される今回の景気後退の深刻さが現実

に浮かびあがっているところである。 
移転価格税制は、法人と国外関連者との間 
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図１ 実質 GDP 成長率とその寄与度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）「平成 21 年度年次経済財政報告」（内閣府）6 頁 
 
 
図２ 企業収益の要因分解 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）「平成 21 年度年次経済財政報告」（内閣府）23 頁 
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の取引価格を独立企業間価格に設定して課税

所得を計算するという問題であるが、将来の

収益の見込みが立たないような厳しい状況に

おいて、どのように現在及び将来の関連者間

価格を設定すべきか容易に判断できるもので

はなく、多くの企業が対応に苦慮している状

況にあると考えられる。 
通常、企業は、日々の取引の結果が移転価

格上問題ないかについて、公開の企業情報デ

ータベースから選定した類似の企業の数値と

比較するなどの方法で、検証の努力を行って

いるが、類似企業のデータを入手できるのが

遅れるため（企業データベースへの登載は、

通常、決算公表後、半年くらいかかる）、通常、

過年度の複数年度のデータを使用して検証す

ることとなる（図３）。例えば、2008 年度

（2009 年 3 月期）の取引の場合、2007 年度

以前のデータから独立企業間価格を設定・検

証することになるが、2007 年度以前のデータ

では、不況を反映しない価格になってしまう。

2008 年度の取引について、過年度データに何

らかの景気調整ということも考えられるが、

どのように不況期の調整をすべきか定式はな

く、難しい問題であろう。 
 
図３ 比較対象法人候補のデータ入手のタイミング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、APA（事前確認）(2)では、基本的に、

「重要な前提条件（クリティカル･アサンプシ

ョン）」に該当する場合を除き、APA の対象

期間中、企業が確認された内容に基づき申告

を行っている限り、課税当局は移転価格課税

を行わないこととなっている。しかし、既に

APA を取得している企業の多くは、2008 年

後半以降、合意した APA の前提となってい

る経済状況・経営状況と実態が乖離している

という事態が生じていると考えられる。その

場合、企業は、合意した APA に従い、大幅

な補償調整(3)を行って、二重課税リスクを解

消すればいいわけであるが、中には、連結ベ

ースで赤字であるのに、子会社側のみ有税と

なってしまう事態が生じてしまう企業もある。

その場合、APA の合意文書に含まれている

「重要な前提条件」（例：ビジネス活動の本質

的な変化がないこと）に抵触しているとして

APA の改定又は取消しの申し出をすること

も考えられる。しかし、実際に、改定等が可

能なのか、どのように改定することになるの

か、また取消しされた場合、その年度の課税

リスクはどうなるのか、不明確なままである。 
さらに、移転価格税制においては、一般的

に比較法を採ることが多く、よほど類似した

第三者との取引価格がなければ、比較的、機

Time 

T1 事業年度 

4/1 3/31 

T1 年度の 
価格設定 

6 月末 

申告

比較対象法人

候補の T１年

度財務データ

公開 

同左の企業

データベー

ス搭載 

（半年程度）

T1 年度の APA
申出は 3 月末

まで 

T2 事業年度
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能が単純でリスクも限定されている子会社側

の利益率に着目し、実務的には公開情報から

第三者の利益率と比較・検証することになる。

この方法の下では、企業が存続している以上、

中長期的には利益を計上するという経済学上

の概念（Going Concern）から、米国等では、

従来から、不況時であっても機能・リスクが

限定された子会社側に一定の利益を計上する

という課税が行われてきた（いわゆるインカ

ム・クリエーションの問題）。この課税は、米

国において、日系子会社に過剰な税負担をも

たらし、対応的調整を通じてわが国の税収ロ

スにつながるなど、問題視されてきたが、現

在のように、企業グループ全体で膨大な合算

損失が計上される状況下においては、特に問

題があると考えざるを得ない。（勿論、リスク

負担の有無、移転価格上生じた問題とそうで

ない問題との区別など考慮した上で、親会社

のみに損失が計上されることが合理的と解さ

れる場合もあるだろうが。） 
こうした、景気後退期における移転価格の

問題について、わが国はもちろん、米国の法

令、通達、OECD ガイドライン等にも、明確

な記述はない(4)が、これまで、米国の実務家

等の間で問題点・対応策が論じられてきてお

り、本稿ではそれらを紹介しつつ、景気後退

期における移転価格税制の適用について、問

題点と対応法を整理・検討することとしたい。 
なお、本稿における意見に関する部分は、

いずれも筆者の私見であり、情報に関する部

分は平成 21 年 7 月現在のものであることを

予めお断りしておく。 
 

２．問題の所在 

企業活動は常に景気循環の波にさらされて

おり、そもそも移転価格課税もその波の中で

適用・執行されてきたものである。 近では、

わが国においても、平成 4 年から 10 年近く

続いた複合不況がみられたが、景気後退期に

あることを理由として、移転価格課税及び

APA の適用・執行の困難性が指摘されたこと

は、これまでわが国においてはあまりみられ

なかった。単純に考えれば、景気後退期にあ

るからといって、他の企業も同様の状況にあ

れば、独立企業間価格を決めるのに、特別な

困難性はないはずである。また、価格が相当

程度変動する場合は、合理的な期間における

平均値を基礎として検討することも可能であ

る(5)ため、2008 年度が不況であっても、2010
年度には回復していれば、景気後退期におけ

る問題はさほど顕在化しないはずである。 
では、現在、移転価格の適用が困難といわ

れる原因は何か。 
(1) 比較可能性の問題 

現在のような異常な景気後退期に移転価格

の適用を難しくしている 大の原因が景気変

動の程度の異常さにあることは容易に推察で

きるが、景気変動が異常であれば、まず、比

較対象取引の選定がより困難になるというこ

とがある。 
もともと企業間の利益率の差は、景気後退

期にピークとなるなど、景気後退の影響は、

企業間で程度・時期に大きな差があると指摘

されている(6)。IRS の APA チームのエコノミ

ストは、景気後退の不均一な影響の例として、

「ディスカウント品を扱う小売業者とそうで

ない小売業者では、不況の影響の程度は全く

異なるであろうし、消費者がクレジットで購

入するような高額商品の製造業者と、現金販

売が主となる商品の製造業者では、不況の影

響を受ける時期が異なってくる。」と指摘して

おり(7)、さらに、ある米国実務家は、「通常、

1 割程度の企業が、比較可能性のスクリーニ

ングにより比較対象企業から省かれるが、不

況時には攪拌要因（”churn” factor）の増加な

どにより、25%程度が外される。弱い企業が

除かれるため、利益率が上方に計上されてし

まう。」と指摘する(8)。このように、異常な景

気後退期には、通常期より企業間の差異が大

きくなるため、比較対象企業の選定が困難に
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なる、また比較対象取引との差異の調整が難

しくなるということがいえよう。（もっとも、

比較可能性の基準自体を緩めると問題はない

とも考えられるが、これについては、後述 4 
(1) ①参照。） 
また、赤字法人は、将来的に廃業、上場停

止などに追い込まれ、データとして存在しな

くなる可能性もあるため、比較対象企業に認

めないという考え（Going Concern（継続企

業の前提）の考え方）が従前より米国等にあ

るが、現在の経済状況では、独立企業であっ

ても赤字であることがむしろ普通であるとも

言える。不況時に、赤字法人を機械的に比較

対象企業から外すことにより、かえって偏っ

た結果となり、独立企業間価格が歪められる、

という問題もある。 
さらに、不況時には、不採算ラインの合理

化に伴う一括償却費用、人員整理の費用など

発生するが、これら移転価格に関連しない費

用（extra-ordinary expense）について、検

証に含めるか否か、外すとすればどういう基

準が適切かという問題もある。 
(2) データのタイムラグの問題 

国外関連取引の移転価格を設定・検証する

にあたり、通常、企業は比較対象企業の過年

度のデータを用いることになるが、好況期で

ある 2005 年から 2007 年のデータを基に、

2008 年度以降の関連者間の取引価格を設

定・検証する場合、好況期のデータを基に異

常な景気後退期の価格を決めることになる。

これは、明らかに独立企業間価格が上方に歪

められる結果となる。通常期であっても、景

気の波の中で、この問題は生じているはずで

あるが、異常な景気後退期には、この歪みが

膨大なものとなるため、この歪みをどのよう

に調整するかという問題がある。 
(3) 合算損失の問題 

現在、グループ企業全体で赤字となってい

る多国籍企業も多いが、このような場合にも、

米国や中国当局の課税のように、子会社のみ

に一定の利益を計上させるという方法は、イ

ンカム・クリエーションの状況を生じさせ、

グループ全体として所得が発生していないと

ころに、所得を擬制的に発生させるという点

で、合理性を欠く。（我が国ではこのような課

税は行われていないものの、相手国で課税を

受け、相互協議において二国間での所得調整

が問題となる場合、この問題は顕在化する。

また、実際に相互協議にならない場合でも、

そういった当局の課税を意識して、子会社側

に意図的に利益を計上するような取引価格が

関連者間で設定される可能性がある。） 
子会社もグループ企業の一員としての機能

を負っていることからすれば、相応の損失を

負担すべきであり、独立企業間の取引であっ

ても、損失を被る状況であることを示す（＝

赤字の比較対象法人を認める）、あるいは利益

分割法などの適用により、リスク・機能に応

じて、親子会社間で損失を分担することが合

理的であると思われるが、具体的にどのよう

な方法により親子会社間で損失を分割すべき

なのか、利益の分割の場合と同様に考えれば

よいのか、また、利益分割法を採るにしても、

損失の計上を前提にした APA が海外の税務

当局及び日本の当局に受け入れられるのか等、

先例が少ないだけに悩ましい問題であろう。

近は、海外事業の損失が自国の関係会社に

シフトされることについて、当局は綿密に調

査している旨の豪州国税庁長官の発言もあり

(9)、税務当局が合算損失の自国での計上に注

視している動きもみられる。 
(4) 予測可能性の問題 

そもそも、常に景気の波にさらされている

企業において、一時点の独立企業間価格を決

めることは難しいが、APA では、これまで、

将来年度の独立企業間価格にレンジの概念や

過年度の複数年度検証などの手法を用いるこ

とにより、現実的かつ柔軟な対応を図ってき

た。しかし、今後、景気がさらに悪化するの

か、好況に転じるのか、予測がつかない中で、
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どのように APA の中で独立企業間価格を設

定するか、判断は困難であり、従来の手法で

は対応できない難しさがある。また、今後、

景気が回復局面に入るとしても、今般の景気

後退のショックはかなり大きいものであり、

2008 年度、2009 年度の巨額な損失が、APA
の平均的な対象期間である 3 年程度で吸収で

きるかどうか見通せないところにも、実務的

な困難があろう。 
(5) 為替変動リスクの問題 

今回の企業業績の悪化は、外需の冷え込み

に加え、急速に円高が進行したことも一因と

してある(10)。想定していた為替レートから大

きく外れた場合に発生する損益を、関連企業

間でどのように配分するかについて、定式は

なく、為替調整のメカニズムを移転価格にど

う組み込むのか、あるいは除外して考えるの

かが問題となる。 
 

３．米国IRSの対応 －APAの適用を中心に－ 

わが国では、景気後退期における移転価格、

APA の適用の問題について、論じた文献は少

ないが(11)、米国においては、今般の景気後退、

また 2001 年の同時テロの後の一時的な景気

の落ち込みに際し、移転価格の適用、APA の

困難性及びその対処法について、IRS や実務

家が議論を交わしている。 
米国での議論がわが国にそのままあてはま

るものではないが、わが国での同様の問題を

検討するにあたり、参考となるものであると

考えられ、ここでは、これまで示された IRS
の方針や対応策を紹介する。 
(1) 2001 年不況時 

2001 年当時の IRS の APA 担当課長は、景

気後退期においては、以下のような方法によ

り、景気後退期であっても APA の適用が可

能と指摘している(12)。 
① 複数年度平均 

通常、比較対象企業の直近 3 年から 5 年

のデータを用いて、対象年度の独立企業間

価格を設定するが、3年から5年ではなく、

好況の年度と不況の年度のデータを含める

ようにして、フルのビジネスサイクルのデ

ータを用いるようにする。 
② APA 期間中、アップデートされたデータ

で検証する方法（ローリング法） 

APA プログラムが始まった当初はよく

用いられた手法である。対象年度の進行に

合わせ、比較対象企業のアップデートした

データで検証するため、（結果が事前に予測

できないという点で）確実性は減少するこ

とになる。比較対象企業の一定数が APA
期間中も事業を継続していること、という

特別な「重要な前提条件」を付すことが多

い。 
③ 売上げが一定レベルより減少すると、APA

交渉を再開する、などの重要な前提条件を

APA に付す方法 

ある条件の下では CPM 法、他の条件下

では CPM 法以外の別の移転価格算定手法

を用いるなどの条件を付すことも可能であ

る。（しかし、必要なのはレンジの調整であ

って、異なる利益率の指標を使うことでは

ないことも指摘。） 
④ APA 期間の短縮 

交渉によっては、延長も考えられる。 
⑤ 異なる移転価格算定手法を用いる方法 

売上げが一定レベル以下の場合に適用

される別のレンジを設定する。 
⑥ 市場のグロスの指標に連動したレンジの

調整 

なお、⑤と⑥について、IRS は、考え方と

してはあるものの、実際の適用には懐疑的で

あると述べている。 

さらに、APA の改定または取消しが認めら

れる場合として、以下のような例をあげてい

る。 
ｲ）ある米国販社が、機器の故障のため、商品

を受け取ることができなかった。IRS と納
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税者は、その年の APA を改定した。翌年

以降もその問題が解決されなかったため、

翌年以降の APA を取り消した。 
ﾛ）高級ソフトウェアを売る納税者について、

市場が激変し、インターネット仕様のもの

が増えたため、納税者は、APA の合意前に

やっていた売り方を変えた。IRS と納税者

は、APA の改定または取消しに合意した。 
ﾊ）外国親会社の損失が増加したため、子会社

も全体の損失の一部を負担した。この場合、

納税者は従前と同じことをしているだけな

ので、APA の改定は認められない。納税者

は、米国において、 小限の利益を申告し

続けることが求められる。 
(2) 今回の不況への対応 

① 2001 年の議論の整理 

2009 年 1 月の ABA（全米法曹協会）の会

議では、IRS のエコノミストは、2001 年の対

応の議論を、より具体的に整理・分析し、次

のような方法により、景気後退期においても

APA が可能であると述べている(13)。 
○ 不確実性を伴う方法 
ⅰ）APA の対象年度の進行にあわせ、比較対

象企業の進行年度のデータを用いて検証す

る。 
ⅱ）経済状況が特定の指標以下になったとき

に、APA を終了するという「重要な前提条

件」を付す。 
ⅲ）APA レンジを予め決められた指数で調整

する。 
ⅳ）景気後退が起こった場合に、移転価格算

定手法を修正するといった偶発事象を、

APA の合意に含める。 
○ その他の方法 
ⅰ）比較対象企業の選定の精緻化 

景気後退の影響に関する選定基準を加

えるなどして、比較対象企業の選定を精緻

化する。例えば、2008 年度の売上減少率が

X～Y％の間にある、2008 年度の資産の利

用度が X～Y%の間にある、あるいは同様

のリスクレベルがあると認められる（信用

市場に相応して固定資産度や在庫率が変わ

るなど客観的な要素により判断）、などの条

件を追加する。 
これにより、比較対象企業の数が限定さ

れるため、同時に、製品の範囲、地理的差

異、財務状況などに関しての選定基準を緩

和し、データの数を確保する。 
比較対象法人の 2008 年度のデータとと

もに、同法人の 2001 年度のデータ（不況

時）を用いることも考えられる。 
ⅱ）期間平均の精緻化 

検証対象法人及び比較対象法人のフル

のビジネスサイクルを含む期間のデータで

検証するなど、より長い検証対象期間をと

ることで、不規則な景気の影響を均すよう

にする。フルのビジネスサイクルを考慮す

ると、APA 対象期間は、5 年というよりも

7 年になる。よって、2001 年から 2007 年

の比較対象取引のデータにより、検証対象

法人の2008年から2014年のデータを比較

する、ということになるだろう。 
また、比較対象法人が検証対象法人より

も、1 年早く、売上減少が起きているなら

ば、その 1 年早いデータを用いるなどの方

法も考えられる。 
ⅲ）差異調整の精緻化 

検証対象法人と景気後退の影響が異な

る法人を比較対象法人として認めるが、そ

の差異を調整するという手法である。例え

ば、予想外の需要の低下により、検証対象

法人の工場が閉鎖しているが、比較対象法

人はそうではない場合、検証対象法人の閉

鎖している工場の影響を検証対象法人の財

務データから除く、などのやり方である。

この手法は、検証対象法人と比較対象法人

で、詳細データの入手可能性が同じではな

いということに限界があるが、景気後退期

は、公開情報の質が改善されることもあり、

差異調整の一手法として有効だろう。 
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また、検証対象法人及び比較対象法人に

おけるそれぞれの景気後退の影響を測定し

て、差異調整をするということも考えられ

る。この手法は、企業利益に影響する要因

の正しいモデルを使用することが必要であ

り、この分析には大量の比較対象企業のデ

ータや、より広い範囲の企業のデータが必

要となるだろう。 
ⅳ）レンジの修正 

通常用いられている四分位(14)の統計的

手法ではなく、それ以外の手法を用いて、

独立企業間レンジを設定することにより、

より柔軟な幅を設定することが可能な場合

もある。 
② APA の再交渉 

既に合意に至った APA を、納税者と IRS
間で再交渉するか否かの判断については、

APA の残存期間等様々な要件が考慮される

が、IRS は、四分位レンジの中間値の移転価

格を採ってきた納税者の方がレンジの底値の

移転価格を採ってきた納税者に比べて再交渉

の可能性が高いとしている(15)。（私見だが、

中間値の方が、実績値との乖離がより大きく

なるからではないか。） 
さらに、次のような点も指摘している(16)。

再交渉を行うかについて、納税者が IRS を説

得しなければならない。IRS が景気後退の年

度で譲歩すれば、レシプロ的に将来年度で納

税者の譲歩が求められるだろう(17)。IRS の

APA チームは、一般的に再交渉しないことを

好むが、再交渉する場合には、どのような調

整が適切か決めようとする。 
なお、APA の対象年度が 2010 年度であり、

当該年度を 2008 年度の比較対象企業のデー

タで検証する場合、2010 年度に不況を脱して

いれば、2008 年度の比較対象企業のデータを

使うのは納税者に有利となる。このようなこ

ともあるため、再交渉せず、当初の合意した

APA に従う方が、納税者に有利になることも

ある。 

③ その他の基本的考え方 

IRS の APA チームは、以下のような点を

確認している(18)。 
ⅰ）景気後退のみをもって、「重要な前提条件」

に抵触するとは考えない。異常に景気が良

いときに、APA を早期に終了させたりする

ことはないのであるから、異常な景気後退

期においても同じである。好況時とバラン

スのとれた対称的アプローチが必要である。 
ⅱ）倒産の状況と単なる景気後退の状況とは

区別する。倒産の状況は、「重要な前提条件」

に抵触するものであり、APA の取消し、又

は改定が必要となる。 
ⅲ）事前相談の段階で、経済的危機に瀕して

いる納税者の APA を認めるか否か判断さ

れる。 
ⅳ）特定の差異調整が適切か否かを決定する

にあたり、外国の税務当局から提供された

ガイダンスや情報を、APA チームは考慮す

る。 
ⅴ） IRS の APA チームは、現在、景気後

退が非関連者間取引価格に与える影響を検

討中であり、現在の APA に調整が適切か

どうかの情報を納税者にフィードバックす

ることを予定している(19)。 
 

４．比較可能性及び差異調整 

前述のような米国での対応を参考に、個々

の項目についてわが国での適用を検討する。 
(1) 比較対象取引の選定 

① 同種・同規模・同じ取引段階にあるもの 

比較対象企業の選定においては、通常、「同

種、同規模、同じ取引段階」など、内容が概

ね類似するか否かが考慮される(20)のである

が、異常な景気後退期にあっては、「同種又は

類似の棚卸資産」(21)であるか否かを考慮する

判断基準の一つとして、同様のビジネスサイ

クルにあるかどうかが重要視されるべきだろ

う。たとえ、取扱商品が同種であっても、ハ

イエンドのものとローエンドのものでは、ビ
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ジネスサイクルは異なってくるであろうし、

その場合、比較対象取引としては適切ではな

いからである。（但し、製品サイクルを基とし

たビジネスサイクルが同じであったとしても、

例えば、固定費割合の高い企業はよりダメー

ジが大きいなど、今般の景気後退の影響は企

業によって様々であろう。ビジネスサイクル

は、あくまで比較可能性の判断基準の一つと

して考えるべきである。） 
ところで、同種の製品でなくても、ビジネ

スサイクルが同じである場合もあり、そのよ

うな取引を比較対象取引に含めることができ

るか、という問題がある。特に営業利益を利

益指標とする手法の場合、OECD 移転価格ガ

イドラインでも、営業利益の比較は価格や粗

利益の比較に比べて製品の違いや機能の違い

に寛容である、と指摘しており(22)、同種の取

引であるかについて、厳密な類似性は要求さ

れないのではないのではないかとも考えられ

る。この点、米国では、CPM 法の適用にあ

たって、自動車販売会社の比較対象企業に他

の耐久財(電化製品など)の販売会社を用いる

など、従来から比較可能性基準を緩やかに解

してきた経緯がある。そのため、データのサ

ンプル数を確保するためにも、景気後退の影

響のタイミングや受容性が同様であれば、取

扱製品が異なる場合でも、それを比較対象取

引として使うのが適当との米国の実務家の指

摘もある(23)。 
わが国では、法令上、基本三法及び取引単

位営業利益法の適用において、「同種又は類

似」棚卸資産であることが求められ(24)、実務

上、同種・類似製品でない場合は、比較対象

取引としないということが行われてきた。結

局、基本三法においても取引単位営業利益法

の適用においても、非関連者間取引が比較可

能であるか否かは、検証対象取引と価格又は

利益率に影響を与える差異がない程度に類似

しているかどうか、ということがメルクマー

ルとなるのであり(25)、同種・類似製品でなけ

れば、類似性に疑問ありとせざるを得ないで

あろう。特に、景気後退期においては、同業

種の法人間であっても、景況の影響差が大き

くなる。比較対象取引のサンプル数が少なく

なるからといって、安易に業種・業態の異な

る法人を比較対象法人として用いるべきでは

ないと解する。 
なお、ビジネスサイクルを考慮するにあた

っては、営業利益率、売上総利益率の推移な

どを基準とすることが考えられるが、売上げ

の変動率を基準として用いるのが適切との米

国のエコノミストの指摘がある(26)。売上げ変

動率は、ディマンドショックの代理変数とな

るものであり、今般のように需要の収縮が景

気に深刻な影響を及ぼしている(27)場合には、

指標として用いるのに適切と考えられる。（こ

の場合、一定期間の売上変動率が同じでも、

当該期間内の売上の波の程度が異なる場合も

ある。単純に一定期間の変動率をとるのでは

なく、期間内の数時点の変動の状況をみる必

要があるだろう。） 
② 赤字法人を比較対象法人に含めるか否か 

営業利益率ベースで赤字の法人について、

従来、IRS の執行では、継続性に問題ありと

して、単年度赤字であっても、機械的に比較

対象法人から外してきた経緯がある。この点

については、米国の実務家の間でも IRS の執

行が批判されているところであるが(28)、 近

では、中国でも同様の動き(29)があり、合算赤

字の場合のインカム・クリエーションの問題

は、米国以外の地域でも起こりつつある。 
わが国では、営業利益率ベースで赤字の法

人を機械的に比較対象として認めないとする

執行は行われていないが、相手国で課税を受

け、二国間で所得調整を行う相互協議の場面

では、「赤字法人を比較対象に認めない」とす

る米国の頑強な主張に合わせざるを得なけれ

ばならなかった場面も多かったと思われる

(30)。また、このような米国での課税を意識し

て、意識的に、企業側で米国子会社を黒字に
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していたことも多かったと思われる。しかし、

現在、名立たる多国籍企業でも、連結ベース

での営業損失が報じられているところであり、

独立企業であっても赤字となるのは、疑問の

余地のない事実である。Going Concern の経

済学上の理屈はともかく、 現実に赤字の企業

が存在し、データを公開し、数年後には黒字

転換になっているという事実がある以上、赤

字法人であっても、赤字が短期的なもので、

企業の継続性に問題がなく、機能的に比較可

能であれば、当然、比較対象法人に含めるべ

きと考える。（なお、倒産の状況にあるような

法人であっても、業界全体の状況によっては、

比較対象法人に含める可能性を指摘している

米国の論文もある。(31)） 
候補となっている比較対象法人が赤字の状

況にあれば、それが何の原因でそのようにな

っているのか分析し、売上減少等、一時的な

景気後退要因によるものであれば、比較対象

法人から外さずに、複数年度を平均して、独

立企業間価格を導き出すなどの手法が適切と

考えるが、米国等、相手国の移転価格ポリシ

ーに関する問題でもあり、国際的な協調が必

要であろう。 
現行の OECD 移転価格ガイドラインの見

直しのために、2006 年 5 月に公表された「比

較可能性」に関する OECD のディスカッシ

ョン・ドラフト(32)では、“損失を理由として

企業を自動的に比較対象から排除すべきでな

い”と産業界からの意見(33)が紹介されるとも

に、加盟国の意見としても“損失計上取引が

比較対象になりえないという意味ではない。”

“損失計上取引に関しては、追加調査を行い、

その上で比較対象とみなしうるかどうかを判

断するべき。”(34)と示されている。OECD ガ

イドライン等で、赤字法人でも比較対象法人

になりうることを明記することにより、イン

カム･クリエーションの問題を除去すること

が可能と思われ、今後の議論のまとめが期待

されるところである。 

③ 利益分割法の適用の可能性 

前記①のように、比較可能性を厳格に解し

た上、仮に赤字法人を比較対象取引として認

めないとすると、「同種又は類似の棚卸資産」

がない＝比較対象取引が存在しない、という

事態が想定される。その場合、消去法的に、

利益分割法の適用が考えられるため、異常な

景気後退期においては、利益分割法の適用場

面が増えるのではないか、と考える。利益分

割法の適用については、後述「5 合算損失

の分配」において、検討する。 
(2) 検証対象期間 

通常、検証の対象となる事業年度は、3 年

から 5 年である(35)が、検証にあたっては、IRS
も指摘しているように、長期のビジネスサイ

クルの期間のデータを用いて検証した方が適

切であろう。例えば、APA の対象年度が 2008
年から 2010 年までの場合、通常は、比較対

象法人の直近データ（2005 年から 2007 年）

を使用して、独立企業間価格を算定するが、

好景気のときのデータから独立企業間価格を

算定すると、結果に歪みが生じる。よって、

2001 年に、検証対象法人の売上の底があれば、

比較対象法人の2001年から2007年までのデ

ータの平均値から独立企業間価格を導出する

などして、ビジネスサイクルを考慮した分析

を行うべきだろう。 
しかし、そのようにしても、2008 年から

2010 年まで、景気後退が持続する場合、景気

後退期の取引を、フルビジネスサイクルで算

出した独立企業間価格で検証することになり、

歪みが生じることは避けられない。2009 年、

2010 年にある程度景気が回復していれば、歪

みは減少するが、どの程度、景気が回復する

か見込みが立たないような状況では、この方

法を用いることには疑問が残る。 
また、この場合、IRS が指摘しているよう

に、APA の対象期間そのものを、7 年など長

期に設定することも考えられる。しかし、長

期にすれば、企業活動の将来の変化に対応で
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きない可能性が大きくなるし、仮にその変化

の生じた時点で APA の取消し又は改定とい

うことになれば、それまでの間（7 年未満）

の平均値とフルビジネスサイクルの平均値を

比較する問題が同様に生じることになる。検

証対象期間は、通常の場合と同様に、3 年か

ら 5 年が適当であろう。 
2008 年以降の取引で、景気後退の影響が著

しい場合は、比較対象法人の 2001 年から

2007 年までのデータを用いるよりも、2008
年度後半期又は第 4 四半期のデータを用いて

独立企業間価格を導出することも適切との指

摘もある(36)。2008 年度、2009 年度の売上げ

の落ち込みが、一定基準以下になっているこ

と、季節変動要因を排除した分析が行われる

こと等の限定が必要であろうが、検討に値す

ると考える。 
なお、検証期間の長短を問わず、APA の進

行年度にあわせ、比較対象法人のデータを更

新し、更新したデータで検証するという手法

もある。これは、同時期データで検証すると

いう方法（例えば、2008 年度の取引について

は、2008 年度の比較対象取引と比較する。）

と、更新された直近の複数年度のデータで検

証する方法（ローリング法：例えば、2008
年度の取引については、2006 年度から 2008
年度の 3 年間の比較対象取引のデータで比較

し、2009 年度の取引については、2007 年度

から 2009 年度の 3 年間のデータで検証す

る。）がある。結局、検証対象と比較対象取引

の双方を「通常の時期」と「異常な時期」を

区別可能であれば区別し、その上で比較する

方が、歪みの発生も少なくなると思われ、異

常な景気後退期においては、この方法の方が

結果としてより適切な結果をもたらすと思わ

れる。しかし、この方法は、事前に独立企業

間価格がわからないという点で、予測可能性

は薄れるため、企業にとってどの程度使い勝

手がいいか、という問題があることに留意す

べきである。 

(3) 景気指標に連動した調整 

検証対象法人及び比較対象企業に対する景

気後退の影響を測定して、差異の調整をする

ということも考えられる。在庫率、売掛金割

合などについては、通常ベースでも、差異の

調整が行われることもあり、この差異調整に

より、金利相当分については、ある程度、企

業毎に異なる景気変動の影響は除去されるも

のと考えられる。（これらの率は景気後退期に

通常よりも高い比率となっていることが多い

と考えられる。） 
この手法以外に、検証対象法人及び比較対

象法人のデータを、過剰コストや過剰資産に

ついて調整することで、景気変動の影響を、

さらに除去することも可能と指摘する指摘も

ある(37)。具体的方法としては、比較対象法人

の売上変動の度合いが検証対象の国外関連取

引と異なる場合、既存のあるいはより広い比

較対象取引のデータを用いて、売上げ減少が

企業の収益にもたらすインパクトを定量化し、

それを基に比較対象取引のデータを調整する

という方法である。実際にどの程度定量化で

きるのか、広汎なデータ分析が必要ではない

か、という疑問はあるが、米国の実務家の間

では検討されているようであり、わが国にお

いても、検討に値すると考える。 
(4) レンジの設定 

独立企業間価格幅について、わが国の法令

上、規定はないが、実務上、APA において比

較対象取引が複数存在し、相互に明確な優劣

をつけがたい場合には、レンジの概念が用い

られており(38)、裁判例でもその使用の可能性

に言及したものがある(39)。景気後退期におい

ては、比較対象取引が限られ、サンプル数が

少なくなるため、レンジの設定にあたっては、

特別な配慮が必要と考えられる。 
米国の 482 条規則では、独立企業間価格の

算定にあたって、四分位レンジを基本とする

が、四分位レンジは、他の統計学上のレンジ

の概念よりも、価格の変化を反映しにくいと
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言われている。信頼区間（ Confidence 
Interval）(40)などの、他の統計上のレンジの

概念を用いた方が、より広いレンジになり、

適切な結果を得られる場合もある（例えば、

四分位のレンジは、95%の確立で、比較対象

取引のデータ数が 14 以下の場合、二項信頼

区間よりも狭いレンジとなる。）との指摘もあ

り(41)、レンジを適用する場合には検討の余地

があると思われる。 

５．合算損失の分配 

(1) 利益分割法の適用 

景気後退期において、ビジネスサイクルの

違いなどから、適切な比較対象取引がない、

またはあったとしても差異の調整が困難であ

る場合は、基本三法や取引単位営業利益法以

外の方法を検討せざるを得ず、結局、利益分

割法によらざるを得ない場面が増えるのでは

ないかと前述した。特に、グループ企業全体

が赤字の状態に陥っている場合には、赤字法

人を比較対象取引として認めないのであれば、

取引単位営業利益法の適用などにより、一当

事者のみに一定の利益をつけるおそれがあり

（インカム･クリエーションの問題）、利益分

割法の適用の方が公平な結果をもたらすので

はないかと思われる。 
利益分割法には、一括（オーバーオール）

利益分割法(42)、比較利益分割法(43)、法人又は

国外関連者が無形資産を有する場合に用いら

れる残余利益分割法(44)があるが、比較対象取

引がない状況であれば、そもそも比較利益分

割法の適用は困難であろうと思われる。また、

残余利益分割法は、合算の利益からルーティ

ンの利益を差し引いた残額（ノンルーティン

利益）を「無形資産の価値に応じて、合理的

に配分する(45)」こととなっているが、異常な

景気後退期においては、無形資産から生じる

超過収益は全体の損失の中に埋もれてしまっ

ており、無形資産と“損失”は直接的な関係

はないことが多いと考えれば（研究開発の失

敗から巨額の損が発生など、直接の関係があ

る場合は別にして）、残余利益分割法により全

体の“損失”を配分することは疑問がある。 
消去法的に、一括利益分割法の適用が考え

られるが、具体的にどのような尺度で合算損

失を分割することになるのか、難しい問題で

あろう。法令上は、「支出した費用の額、使用

した固定資産の額その他これらの者が当該所

得の発生に寄与した程度を推測するに足りる

要因(46)」に応じて分割することになるが、単

に支出した費用の額だけではなく、機能及び

リスクの程度に応じて損失を分割するよう、

使用した固定資産の額などそれ以外の要因も

考慮すべきではないかと思われる。しかし、

このように解したとしても、寄与度の判断は

様々であり、各国の税務当局によって異なる

可能性もあることから、二重課税のリスクも

あるものと考えられ、一括利益分割法の適用

は、明確な国際的なガイドラインなくしては、

実際の適用は難しいのではないかと思われる。 
現在、通達上、残余利益分割法は、重要な

無形資産があり、その無形資産から超過収益

が生じている場合に限られるが、合算損失が

ある場合にも適用を広げることが適切ではな

いだろうか。具体的には、合算損失が売上減

少から生じている場合には、ルーティン活動

から生じた損をその活動を行っている企業に

分配し、それ以外の損失（システム・ロス）

については、リスクや価値ある資産の所有、

戦略上の経営管理、キーとなる意思決定機能

などに従って、分割する、という方法である。

この方法の方が、一括利益分割法よりも、よ

り細やかに、企業の経営実態に即した損失分

割が可能と思われる。システム・ロスの分割

においては、コスト削減（例えば、プロダク

トラインの削減など）についてどの法人が意

思決定のコントロールを有しているかなどが、

損失の分配の基準として重要との指摘もあり

(47)、システム・ロスが何から生じているのか

（売上減少なのか為替変動なのか、あるいは
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その他の原因なのか）、その内容を分析し、そ

の内容に応じた分割が必要であろう。 
なお、異常な景気後退期のみに利益分割法

を適用し、それ以外の時期においては、基本

三法や取引単位営業利益法を適用するなど、

柔軟に移転価格算定手法を変えることも考え

られる。しかし、ある移転価格算定手法を選

択した以上は、継続的にその手法に沿うこと

が、景気の波から生じる歪みを平均化し、公

平な結果をもたらすと考える。景気状況に応

じて、柔軟に移転価格算定手法を変えるとい

うことではなく、あくまで異常な景気後退に

あって比較可能な取引がみつからないと判断

された場合にのみ、通常の移転価格算定手法

に変えて、利益分割法の適用を考えるべきで

あると考える。（勿論、継続的に利益分割法を

適用することは問題なく、また利益分割法以

外の手法を継続適用している場合に、親子会

社間の損益状況の確認を行う場合に用いるこ

とも有益であろう。）。 
(2) コスト・マークアップの報酬形態の再考 

ⅰ）一般的なコスト･マークアップ報酬形態 
現在、多くの多国籍企業で行われている

形態に、一定のルーティンの機能のみを海

外子会社に移管し、海外子会社は 5％から

10%といった、一定の低率のコスト・マー

クアップの報酬のみを得る形態がある。コ

ントラクト・マニュファクチャラー（海外

製造子会社と委託製造契約を締結して、特

定の定型的な製造機能のみを海外子会社に

移管する形態）やコミッショネアー（マー

ケティングや顧客へのアフターサービスな

ど特定の定型的な販売サービスのみを海外

販売子会社が行う形態）と言われる形態の

取引である。 
これらの子会社は、ルーティンの機能の

みを行い、リスクも負っていないため、多

くは、景気変動に関係なく低率のコスト・

マークアップの報酬を得る構造となってい

る。そのため、景気後退期にあって他の関

連法人が赤字であっても、子会社は一定の

利益を得ることになる。 
ⅱ）コスト･マイナス報酬の可能性 

上記のように、グループ企業内の赤字の

状況にもかかわらず、特定の子会社が常に

一定の利益を得る構造は、果たして妥当な

のであろうか。景気後退期には、当事者間

で価格改定交渉が行われるのが通常である

ことからすれば、不合理ではないか、とい

うドイツの実務家の指摘がある(48)。この考

え方は次のとおりである。 
独立企業間の取引では、すべての顧客が

赤字である場合、売り手（この場合、サー

ビスプロバイダー）だけが利益を得ている

のは不合理であり、顧客は、売り手に価格

の再交渉をすることになる。その結果、売

り手（サービスプロバイダー）は、報酬の

コスト・マークアップ率を引き下げるだろ

うし、コスト・マイナスとなる報酬も、一

時的にはありうるだろう。 
グループ企業内の多くのサービスプロ

バイダーは、リスクフリーの活動に従事し

ているため、その報酬は低率に限定されて

いるが、コスト・マークアップの率（報酬）

と資本利益率を比較すると、コスト・マー

クアップの率は、リスクフリーとしては高

すぎ、ルーティン活動について重要な営業

権（goodwill）を包含していると言える。

そのような寛大な報酬は、顧客が困難な状

況のときに、再交渉のリスクがあることを

正当化するものである。 
また、ほとんどのグループ企業間の契約

に、再交渉の条項は直接にはないが、3 ケ

月前の通知により、契約終了できるなど、

契約終了に関しフレキシブルな条項があり、

再交渉の余地を残している。特に、グルー

プ内企業では、限られた顧客しか存在しな

いのであるから、顧客の需要パワーは強く、

不況時には価格再交渉の調整がなされて当

然と考えられる。 



税大ジャーナル 12 2009. 10 

125 

しかし、このようなコスト・マイナス報

酬の可能性について、論者は 2 つの制限を

置いている。一つは、コスト・マイナスの

報酬形態は、サービスプロバイダーにとっ

ては、顧客との関係を維持し、将来の利益

を得るための投資の一形態と考えられるた

め、通常のマークアップ率が低率で将来利

益が限定的であれば、不況時の価格再交渉

の可能性も限定的になるというものである。

もう一つの制限は、仮に不況時に報酬の引

き下げ（マークダウン）があったとしても、

経済状況が好転すれば、マークアップは通

常レベルに引き上げられるべきという、サ

ービスプロバイダーの機会費用から生じる

制限である。 
このような考え方は、理論的には理解し

うるものの、論者のいう制限を具体的にあ

てはめるとどういう状況なのか（例えば、

マークアップ率が低率である場合とは、ど

の程度の割合をいうのか、）、さらなる検討

が必要であろう。この考え方を敷衍すると、

グループ企業内で赤字の状況にあり、その

赤字が一定期間続いていること、資本利益

率を超える高いマークアップ率が設定され

ていることなどの、一定の状況下で、コス

ト･マークダウンをする可能性を企業間の

契約で定めておき、それを APA の合意に

取り込むことも、異常な景気変動への対応

策として可能ではないかと考える。（勿論、

低いマークアップ率が通常期に設定されて

いる場合は、不可である。） 
 

６．「重要な前提条件」（クリティカル・アサ

ンプション） 

(1) APA を既に取得している場合 

通常、APA の合意には、「ビジネス活動、

機能、リスク、稼動資産、財務および税務会

計手法や分類が、APA 期間を通じて、本質的

に同様であること」といった、前提条件が付

されている。APA の前提となる重要な事業上

又は経済上の諸条件が変わった場合、納税者

は改定の申出をしなければならず、改定の申

出をしなかった場合には、当局側が APA の

取消しを行う可能性がある(49)。 
現在、予期せぬ大幅な赤字に陥っており、

既に合意した APA の独立企業間価格では取

引の実態にそぐわない企業の場合は、重要な

事業上又は経済上の諸条件が変わった、と判

断し、APA の改定の申出をすることは可能で

あるように思われるが、IRS は、景気後退の

みをもって重要な前提条件に抵触するとはみ

ておらず(50)、二国間 APA では、改定できな

い場合もあることに留意する必要があろう。

（売上減少などの条件を特別に付している場

合は、別であるが。） 
改定の申出をしていない納税者に対し、当

局側が積極的に改定を求めて APA を取消す

べきかについては、現実には、行政コストと

の兼ね合いから、課税上の弊害が生じている

か否かで判断することになると考えられる。

例えば、APA の合意のレンジ内に価格が収ま

っていたとしても、グループ企業全体が赤字

の状況にあり、親会社のみが莫大な損失を計

上しているような場合には、海外子会社が本

来負担すべき損を親会社が負っていないかが

チェックされ、APA の改定等も考慮されるこ

とになるのではないかと考える（但し、APA
が二国間で合意されたものである場合、相互

協議において二国間の合意が必要。）。 
(2) APA を申請中あるいは申請を予定してい

る場合 

現在、APA を申請中、あるいは申請を予定

している企業は、比較対象取引の選定に前述

4 のような工夫をするとともに、売上の変動

率、資産の利用度、特別な市場の条件などの

指標に連動させて、APA の取消し、改定、手

法の転換などを含んだ特別な前提条件を付す

ことも考慮すべき(51)と考える。 
また、赤字法人の APA を認めるかについ

ては、米国でも問題になっているところであ
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るが、関連者間取引が行われている事業の好

転の見込みいかんで判断すべきではないかと

思われる。（但し、当面、多額の繰越損失の控

除により税額が発生しないのであれば、課税

されたとしても実際の税負担はないのである

から、あえて APA をする必要性は疑問であ

る。）相手国での移転価格課税の可能性、繰越

損失控除の利用の可能性も考慮した上で、

APA を申請するか否か判断すべきであろう。 
(3) APA の本質からの再考 

そもそも、企業は移転価格を設定する際、

過去のデータから移転価格を設定せざるを得

ない一方、課税当局は、調査時において同時

年度のデータが入手可能となることから、当

該データを用いて課税することができるとい

う情報の非対称性がある。過年度データと同

時年度のデータの差が大きくなれば、納税者

の申告と課税当局の認識の差も大きくなり、

移転価格課税リスクも大きくなるといえ、そ

ういう意味で移転価格税制は、データのタイ

ムラグによる課税リスクを本質的に内在する

ものであるといえる。 
APA は、過年度のデータにより算定される

移転価格に課税当局が拘束されるため、こう

したデータのタイムラグによる課税リスクを

排除することが可能という点で納税者のメリ

ットは大きい。APA が、移転価格の世界で広

まった背景には、こうした移転価格の本質的

問題－情報の非対称性による不公平さの払拭

―ということがあったのではないか、と推察

する。 
上記の観点から、データのタイムラグと景

気後退期の問題を、以下のような単純化した

モデルで再考してみる（図４参照）。日本親会

社で外国子会社を検証対象法人とするユニラ

テラル APA(52)で、取引単位営業利益法を用い

た場合（景気変動の差異調整をせず、比較対

象法人の過年度データによる検証を想定）、景

気上昇局面では、日本親会社の利益が高く、

外国子会社の利益が低く設定されるため、納

税者不利に働く一方、景気後退局面では、日

本親会社の利益が低く設定されるため、納税

者が有利になり、APA を取得するインセンテ

ィブが働くことになる。これが二国間 APA(53)

になると、実効税率が外国と日本で変わらな

ければ、トータルの税コストは変わらないた

め、景気変動による、APA インセンティブの

違いは生じないが、日本の実効税率が高けれ

ば、景気下降局面では、納税者有利となるた

め、APA を取得するインセンティブが働くこ

とになる。また、外資系法人の場合で、日本

子会社を検証対象法人とする場合は、逆の結

果となる。 
このことから考えれば、通常、APA を継続

してやっていれば、景気の波の中で、APA に

よる有利不利が相殺されるのであり、異常な

景気後退時にあるからといって、即、「重要な

前提条件」に抵触するとして改定又は取消し

をするのはバランスを失し、不合理と思われ

る。IRS のいうような“バランスのとれたア

プローチ”にもこうした考えが背景にあるの

ではないかと推察する。 
また、景気後退時に新規に APA を取得す

る企業の場合、不況を反映した低い移転価格

に課税当局が縛られる可能性が大きく、さら

に将来の課税リスクも排除できるいという点

で、納税者は二重に有利となる場合もある（特

に日本親会社の APA のケース）。不況を反映

した移転価格を設定すること自体の難しさは

あるが、景気後退期に新規に APA を取得す

るメリットは納税者側により大きい場合があ

り、課税当局は、景気後退時の新規 APA に

ついて、将来にわたって大きな税収ロスとな

らないよう、慎重な判断を行う必要があろう。 
 

７．その他の問題 

(1) ドキュメンテーション 

現在、わが国の移転価格税制では、文書化

義務規則（ドキュメンテーション・ルール）

は定められていないが、国外関連取引の契約 
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図４ データタイムラグによる APA インセンティブの違い 
 
 
 
 

 T1 T3 T5 T8 T11 
 

（注：比較法による移転価格算定手法を用いた場合。検証対象は、より機能の少ない子会社
側とし、景気変動の差異調整を行わない。比較対象法人の過年度データで検証。日本
と外国の景気変動の状況がほとんど変わらないと想定。） 

 
＜日本子会社・外国親会社の場合＞ 

 
○ ユニラテラル APA（わが国のみ APA 申立て）の場合 

APA 対象期間の 
起算時の状況 日本子会社 外国親会社 判断 

T3：景気上昇局面 利益率が低く設定
される － 納税者（日本子会社）にと

って有利⇒APA を志向 

T8：景気下降局面 利益率が高く設定
される － 

納税者（日本子会社）にと
って不利⇒APA をしない
インセンティブが働く 

T11：景気のどん底
（現状？） 同上 － 同上 

 
○ 二国間 APA の場合 (日本の法人税の実効税率の方が外国より高いと仮定) 

APA 対象期間の 
起算時の状況 日本子会社 外国親会社 判断 

T3：景気上昇局面 利益率が低く設定
される ⇒利益率高く 納税者（親子会社）にとっ

て有利⇒APA を志向 

T8：景気下降局面 利益率が高く設定
される ⇒利益率低く 

納税者（親子会社）にとっ
て不利⇒APA をしないイ
ンセンティブが働く 

T11：景気のどん底
（現状？） 同上 同上 同上 

 
 

＜日本親会社・外国子会社の場合＞ 
 

○ ユニラテラル APA（わが国のみ申立て）及び二国間 APA の場合(日本の法人税の実効税率
の方が外国より高いと仮定) 

APA 対象期間の 
起算時の状況 外国子会社 日本親会社 判断 

T3：景気上昇局面 利益率が低く設定
される ⇒利益率高く 

納税者（親子会社）にとっ
て不利⇒APA をしないイ
ンセンティブが働く 

T8：景気下降局面 利益率が高く設定
される ⇒利益率低く 納税者（親子会社）にとっ

て有利⇒APA を志向 
T11：景気のどん底
（現状？） 同上 同上 同上 
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書、価格の設定方法等を記載した書類等、様々

な書類が調査時に検査されることが通達上、

明記されており(54)、このような書類を整備し

ていることが、移転価格調査への対応、APA
の準備として必要とされるところである。ま

た、現在、主要国のほとんどで、移転価格文

書化の規定が導入されており、諸外国でも同

様の状況にある。 
景気後退期において、ドキュメンテーショ

ンの必要性・重要性は変わるものではないが、

とりわけ、景気後退期においては、事前に想

定した独立企業間価格のレンジに収まらない

結果となる可能性が高い。こうした場合に備

え、独立企業間価格であることを税務当局に

説明する文書や当期の特殊性を分析した説得

力のある資料を準備しておくことが必要であ

ろう(55)。また、指標連動で何らかの価格調整

を行う場合や、期末に調整金を支払う場合も

想定されるが、これらについても、合理的な

説明とともに、事前に企業間で合意され、文

書化しておく必要があろう。 
米国の実務家も、例えば、日本に親会社が

あって、米国に販売子会社があるとした場合、

米国の販売子会社がこういうリスクを負担し

ているということがしっかりと文書で書かれ

ていて示すことができるのであれば、米国子

会社の赤字を正当化することが容易になると

指摘している(56)。 
(2) 企業再編 

① 近の動向 

景気後退期における困難な経営状況に対応

するため、企業は様々な企業再編を試みて、

全体のコスト削減を図ろうとするであろう。

機能、リスク又は資産を、税務上有利な地域

の子会社に移転したり、無形資産を海外子会

社間で共同開発したり、グループ企業内の特

定の役務提供を特定の海外子会社に移転する

など、様々な形態の企業再編が考えられる。

現在、OECD 加盟国は、このような企業再編

への移転価格の適用について、注視している

ところであり、2008 年 9 月には、「企業再編

における移転価格」と題するディスカッショ

ン・ドラフト(57)が公表され、パブリックコメ

ントに付されたところである。 
現行の OECD ガイドライン及びディスカ

ッション・ドラフトでも述べられているよう

に、企業再編行為について、取引の経済的実

質がその取引の形式と異なる場合、実質に基

づいて課税が行われる(58)可能性がある。実際

の再編後の企業活動が組織的・取引上の構造

とマッチしており、また再編について企業間

の契約上の合意があることが重要であり、そ

の上で、企業間での資産等の移転の対価につ

いて、独立企業間価格であるか否か十分な検

討がなされるべきである。 
② 異常な経済状況に対応するための手法の

取り込み 

企業再編にあたっては、移転価格ポリシー

に柔軟性をビルトインさせておくことは、混

乱した経済状況下においては、有益と考える。

米国の実務家は、ロイヤルティ率を固定率で

はなく、特定の年度の結果に応じて変えるな

どの手法を取り入れることを提案している

(59)。 
また、現在の状況においては、全体の損失

を利用して、移転価格ポリシーや組織を変え

ることも考えられる。例えば、繰越欠損金の

控除が有利な国に、資産・リスク等を移転し、

利益分割法を適用して、損失を当該国に移転

することも考えられるであろう。（しかし、こ

の場合、好況のときにも、税務上効率的かと

いう問題はある。）。 
さらに、無形資産を関連企業間で共同開発

して、コスト・シェアリングアレンジメント

を適用することも考えられるが、バイインの

支払対価やロイヤルティを算定は複雑であり、

移転価格ポリシーがより複雑になる可能性も

ある。 
コスト･シェアリングアレンジメントや、無

形資産を関連企業間で移転するにあたっては、
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無形資産の価値を把握するため、企業の資本

コストの計算が必要になるが、 近は、信用

リスクを反映して、20%から 25%といった高

率の社債もあり、資本コストの著しい上昇が

みられる。このような資本コスト（割引率）

の上昇は、結果的に無形資産の価値の大幅な

減少をもたらすことになる(60)ため、無形資産

の移転が行われる場合は、その価値の再計算

が必要となる場合もあろう。 
いずれにしろ、どのような企業再編行為に

ついても、企業の移転価格を修正する場合に

は、クリアで合理性のある理由づけ、そのた

めのドキュメンテーションを確保することが

重要であると考える。 
(3) 為替変動リスク 

今回の不況においては、販売減による影響

の他、為替変動による減益要因が大きいこと

が、輸出関連の主要企業の決算報告の中で指

摘されている。為替変動による影響を関連者

間でどう配分するかは、移転価格上、重要な

問題であり、米国の APA では、基本的に、

調査対象の製造原価に対して為替変動の調整

を加え、比較対象企業の調整前の営業利益率

レンジと比較するという方法がとられている

ようである(61)。調整にあたっては、子会社が

為替リスクを負担できる度合いや為替レート

変動の影響を顧客等、第三者に転嫁できる度

合い（パススルー･レート）、為替変化率、製

造原価に占める外貨建て費用率の数字を用い

るが、子会社の為替リスク負担割合をどのよ

うに算定するか、など、難しい問題であろう。 
わが国では、為替調整の方法について、明

確な基準を示したものはなく、国際的なガイ

ドライン的なものもない。何らかのガイドラ

イン的なものが示されることが望まれる。 

８．さいごに 

以上、本稿では総花的に、景気後退期にお

ける移転価格の問題を検討した。景気後退の

影響は、企業によって様々であるし、影響の

時期にもかなりの差があるだろう。これまで

述べてきたように、景気後退への対応として、

利益分割法の適用、「重要な前提条件」の取り

込みなど、企業の移転価格の仕組みの中に、

柔軟性ある手法をビルトインすることが有益

と思われるが、移転価格を徒に複雑化するこ

とも懸念される。 
これまでの米国等での議論をみると、異常

な景気「後退」期の問題は、論じられている

ものの、異常な好況時にどうすべきか、とい

う視点は欠けているように思われる。異常な

好況時も、データのタイムラグや比較対象法

人が存在しないといった同様の問題は発生す

るはずである。これは、これまで、異常な「好

況」時ととらえられる局面がなかったという

こともあるだろうし、異常な「好況」時には、

超過収益を親子会社間でどのように配分すべ

きかといった観点からの検討に帰着していた

のではないか、と推察される。しかし、さら

に考えられることとして、異常な好況時には、

赤字の法人を比較対象候補から外すといった

問題が生じないため、比較可能性の分析にお

いて、景気後退期よりも、問題が発生しにく

い、ということがあったのではないかと考え

る。とすれば、結局、赤字の比較対象法人を

認めるのであれば、問題を徒に複雑にするこ

となく、異常な景気後退期における問題の過

半が解決されるように思うのであるが、赤字

の比較対象法人を認めるかについては、米国

等の移転価格ポリシーの問題でもあり、

OECD での議論の進展を待たなければなら

ない、ということであろう。 
当面の問題として、現在のような厳しい景

気状況において、移転価格上、どのように対

応すべきか、企業サイドは切実な問題である

と思われる。IRS では、現在、APA チームが、

景気後退が移転価格に及ぼす影響や調整方法

について分析し、納税者へのフィードバック

することを予定しているが、わが国において

も、分析が可能であれば、このような当局か
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らのフィードバックが望まれるところである。 
また、景気後退期の対応について、諸外国

の対応策を知り、可能であれば、それをわが

国の実務の中に取り込んでいくことが、 終

的に、移転価格による二重課税を相互協議等

の場で解決するにあたって、有効と思われる。

そうした観点から、OECD 等、諸外国の間で、

景気変動への対応について、経験を共有し、

整理することが可能であればガイドライン的

なものを共有できることが望ましいと考える。 
今後、景気が好転した時点で、今回の問題

点・対応策等を再検討し、実証的に分析を行

うことにより、移転価格の適用にあたってど

のように景気変動への対応を取り込んでいく

べきかが明確になってくると思われる。筆者

としても、今後もこのテーマについて、実務

での対応や諸外国の対応を注視していきたい

と考えている。 
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